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１．審査案件（審査順） 

  議案第 １号 平成２８年度摂津市一般会計予算所管分 

  議案第 ９号 平成２７年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分 

  議案第２０号 摂津市行政不服審査会条例制定の件 

  議案第２３号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定の件 

  議案第４４号 摂津市火災予防条例の一部を改正する条例制定の件 

  議案第４７号 摂津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件 

議案第２５号 摂津市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定の件 

  議案第 ４号 平成２８年度摂津市財産区財産特別会計予算 

  議案第３３号 摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件 

議案第２１号 摂津市職員の退職管理に関する条例制定の件 

  議案第２６号 摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例 

         制定の件 

議案第２８号 特別職の職員の給与に関する条例及び摂津市議会議員の議員報酬及 

       び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

議案第２９号 一般職の職員の給与に関する条例及び摂津市水道企業職員の給与の 

       種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件所管分 

  議案第３０号 摂津市職員の管理職手当に関する条例の一部を改正する条例制定の 

         件 
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         部を改正する条例制定の件 

  所管事項に関する事務調査について 
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（午前９時５８分 開会） 

○三好義治委員長 おはようございます。

ただいまから、総務常任委員会を開会しま

す。 

 本日の委員会記録署名委員は、福住委員

を指名します。 

 先日に引き続き、議案第１号所管分及び

議案第９号所管分の審査を行います。 

 質疑を続けます。 

 山崎委員。 

○山崎雅数委員 それでは私のほうから

も幾つか質問させていただきたいと思い

ます。 

 補正予算で繰り越しがあって当初予算

へということの流れもあるので、補正予算

のほうから質問させてもらいたいと思う

んですが、まず補正予算書６ページの情報

化推進事業で約７，０００万円の繰り越し

で、地方債が７ページ、情報セキュリティ

強化対策事業で起こされます。歳入のほう

は２５ページで１，１７０万円の歳入とい

うふうになってますけれども、歳出のほう

では３０ページの新システム移行対応委

託料ということになろうかと思いますが、

２７年度当初予算の電子計算費で１億６

５０万円に今回プラス約６，０００万円と

いうふうになるんだと思うんですけれど

も、こういったセキュリティ、電算のシス

テムがどういう状況かお聞きしたいと思

います。 

 先日の福住委員の質問で、国の補正でセ

キュリティ強化の３点の改修がプラスさ

れるということはお聞きしました。コンピ

ューター関係は専門家の方々が市役所に

も張りついてもらって、大変な仕事という

のはわかりますけれども、多額の補正だと

思います。もう少し、これだけかかるとい

うのを納得させていただければと思いま

す。 

 次に、８ページの消防防災施設共同整備

事業で、限度額引き上げで８，６５０万円

余りの起債ですけれども、歳出は２８年度

予算の１６２ページで、指令センター共同

運用等負担金がこの一部になると思うん

ですけれども、これは補正予算書６５ペー

ジの指令センター共同運用等負担金の約

６，５００万円が減ったことによるという

ふうにお聞きしました。 

 これは国からの補助金が吹田市を通し

て案分されるものが来なくなったという

ふうにお聞きしましたけれども、ではなぜ

この国からの補助というのが認められな

かったのかをお聞きしたいと思います。 

 次に、１８ページの臨時福祉給付金給付

事業費補助金ですけれども、不用額が出て

います。歳出の４４ページには給付金のほ

うもあるんですけども、約４８１万円が不

用となるんですが、当初予算の２％程度で

すけれども、これらは、公室長は補足説明

で精査をされたというふうに説明をされ

ましたけれども、福住委員への答弁では、

申請率は最終７５％ぐらいになるという

ふうにもお聞きしました。 

 給付要件のある方で受け取れていない

状況が含まれるということであるならば、

やはり問題だと思いますし、消費税の増税

がこの給付の根拠ですから、受け取られな

い市民は増税の負担ばかりかかることに

なります。その点でのお考えをお聞きした

いと思います。 

 臨時福祉給付金給付事務費補助金です

けれども、役務費が大きく減っております

が、これは必要だったんではないかという

か、人を配置せずに担当職員に苦労をさせ

たということになっていないかどうか。必

要な人員というのはきちんと配置すべき
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だと思いますけれども、不用額になってき

た状況をお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 それから、補正予算の歳出と２８年度当

初予算のほう両方合わせてなんですけれ

ども、補正で３２ページ、財政調整基金積

立金で約２億６，１３０万円の増額です。

７４ページの元金償還金は減額補正です。

返済の不用額ができるということなのか、

どういうことなのかもお聞きしたいと思

うんですが、２８年度の当初予算で６０ペ

ージの臨時財政対策債の借換債で約１億

５，４００万円です。基金のほうの予算８

４ページは、財政調整基金積立金、公共施

設整備基金積立金、減債基金積立金、当初

予算では３つ合わせて７００万円程度な

んですけれども、年度末までこのままで行

かない、積み上がっていくというのが去年

の状況ですね。補正で２７年度３つ合わせ

て７０億円になるわけですね。この辺の基

金の積み立てと債務の振り分けというか、

やりくりがどうなっているのか、説明して

いただけないかと思います。 

 また、最後の当初予算の１９４ページで、

公債費の利子償還金が昨年比で５，８００

万円減額というような形です。こういった

のもあわせて、やりくりですね、どういう

ふうに考えておられるのか、お聞かせいた

だきたいと思います。 

 当初予算書の５４ページ、滞納処分費が

あります。今回、この後審議されますけど

も税制改正で徴税の猶予というのができ

ますけれども、こういった部分で市民負担、

延滞金とか滞納処分の状況が変わってく

るのかどうか、お聞かせいただきたいと思

います。 

 それから歳出のほうで、総務管理費、ま

ず、申請書、書式、こういった文書の管理

は総務課の業務だと思うんですけども、こ

のマイナンバー取り扱いについて伺いた

いと思うんですが、１２月の議会でマイナ

ンバーについての文書への書き込みです

とか、そういった取り扱いの仕分けはされ

ました。生活保護とかでも一応きくという

形になってるわけですけども、このマイナ

ンバーそのものの取り扱いは基本的に任

意ということで、これからの書類にマイナ

ンバーを書き込まなくても受領を拒むと

いうことはできないと。任意だという話に

もなってはおるんですけども、税関係で法

人がやる場合は、住所なんかと同じように

不備になるという可能性もあるというよ

うなことで、マイナンバーを出さないと解

雇するみたいな話もあるらしいんですけ

れども、こういったところでマイナンバー、

は不要なものというか、どうしても必要だ

ということでない限りは、マイナンバーを

預かったら生活保護であろうと、いろんな

部署であろうと、なくしたりとか、それこ

そどこかへ漏れたとかいうことになると、

責任を問われ、罰則もあるわけですから、

要らないマイナンバーは預からないとい

うのが一番いいと思うんですけれども、こ

ういったところで不要な要求をしないと

かいうような、取り扱いについての注意だ

とかそういうことはどうなっているのか、

お聞かせいただきたいと思います。 

 次に、総務管理費で契約事務、入札関係

について聞きたいと思うんですが、これま

で予定価格を発表するとかしないとか、最

低価格を発表しないとかいうような形で、

いろんな入札の形というのはこれまで改

善というか、工夫をされてきたんだと思う

んですけれども、これからまた設計文書だ

けで予定価格を全然出さずにやってもい

いんではないかというような話も聞いた
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りもしておりますけれども、どういうふう

に進めておられるのか、お聞かせいただき

たいと思います。 

 公平性と競争原理という、それから市内

業者の育成とか、いろんなことを両立させ

る、調整するというのは大変なことやと思

うんですけれども、そういったものがどう

なっているのか、お聞かせいただきたいと

思います。談合とか不適切な行為がないか

どうかということが、もしわかるようでし

たらお願いします。 

 それで、我々は行政と民間ですとか、下

請、２次下請、３次下請になってくると、

非常に低賃金で公の仕事をしていると。公

がワーキングプアをつくっているんでは

ないかとかいうような話もあるんですけ

ども、そういったことも含めて。それから

業者と行政との信頼関係を高めていくと

いうことでも、きちんとこういった契約の

ルール、公契約条例というのをつくってい

くべきではないかと考えるんですが、その

点についてもお聞かせいただきたいと思

います。 

 それから、５０ページの土地売払収入で

す。これの内訳をお聞かせいただきたいと

思います。売却価格に影響があってもいけ

ないと思いますので、金額は結構ですが、

補正予算書２２ページの補正での減額分

も入っていると思うんですけれども、それ

からあとデイハウスましたとの関係で第

１集会所が建て替えというところでの売

却もあるんではないかと思っているんで

すが、内訳をお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 それから、集会所について、ことしいろ

んな利用状況等とか施設の見直しを進め

られるということで、ここで売却方針だと

いうことを決めて、年度内にうまくいくか

ら売ってしまうとかいうような話がもし

出てくるとかいうような見通しがあるの

かどうかもお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 それから、７２ページの財産管理費、集

会所の統廃合についてですけれども、使用

頻度が低いとかいうことであっても、委員

の質問にもあったように、災害時のときの

地域の減災の拠点としても働くという面

もありますし、集会所新設の要望などもた

くさんあるかと思います。さっき言ったデ

イハウスましたの移転では阪急住宅自治

会の管理という話ですけども、三島荘自治

会でも集会所として同じような形で使え

ないかとかいうような要望もあるかと聞

いております。ふやすべきところもあるん

ではないかというところで、まず集会所の

管理についてですけども、削減ありきで進

めるべきではないと我々は考えておりま

す。前回のお答えでも、委員のお答えでも

総合計画にあるように福祉の増進に寄与

するというような話もされておりました。

集会所統廃合についてのお考えを聞かせ

ていただきたいと思います。 

 次に７４ページの旧味舌小学校木造校

舎解体実施設計業務委託料ですけれども、

正雀保育所の民営化、建て替えも延びるん

だと思うんですが、解体方針となったこと

は理解しておりますけれども、福住委員が

言われたように、昭和の木造建築というの

は非常に貴重なものになっているという

ことでは残念だと思いますが、保育所用地

の建て替え用地ということでしたから、解

体も急ぐ必要はないのかと思うんですが、

先送りをすることで今年度の経費の節減

というのにもつながるんではないかと思

いますので、その辺のお考えをお聞かせい

ただきたいと思います。 
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 次に９２ページの選挙費ですけれども、

前回の委員会の中では、投票所削減云々と

いうことについては余り触れられません

でしたが、１８歳以上に選挙権が付与され、

投票率をどう高めるかというようなこと、

詳しくお聞かせいただきたいと思うんで

すが、期日前投票所はふやしましたけれど

も、先日の答弁では時間を延ばすというお

考えもないということも聞いております

が、少なくとも整備を進めていく中で、投

票所はこれ以上減らすべきではないと考

えておるんですけれども、減らすような方

向があるのかどうか、お聞かせいただきた

いと思います。 

 次に１５６ページの住宅管理費、市営住

宅等管理業務委託料の指定管理料、これが

当初予算で１，９００万円というのは前年

度と同額なんですが、２６年決算では、ほ

かのものも入ってるのかもしれませんけ

ど、委託料として２，３００万円なんです

が、ごみ収集などは年々人件費の値上がり

も算定して５年間の契約でという形にな

ってたんですけれども、この指定管理の委

託料は、ずっと同じで行けるのかどうか。 

 それと、一津屋第１団地改修設計業務委

託料住宅設計費４１０万円もあります。予

算にはなくて決算で利子分だけ、２６年度

決算で５００円余りの住宅整備基金が入

りました。住宅整備基金は１万円代になっ

てしまってるわけです。さっき言った一津

屋の改修ですとか、八町団地の建て替えも

計画の中で３０年頃にとか言うてはった

のを聞いておりますので、計画的にこの住

宅整備基金というのは積み立てていくべ

きではないかと思うんですけれども、その

辺の状況、どうでしょうか。 

 使用料も２６年決算で８，２００万円い

ただいてるわけですけども、基金の捻出に

はならないのかどうか、関係経費の状況を

お聞かせいただきたいと思います。 

 それと３８ページの公的賃貸住宅家賃

低廉化の交付金がつきますね。これがどう

働くのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 最後に１８６ページの摂津市史編さん

事業ですけども、５０周年に合わせて取り

組まれるということも聞いておりまして、

昨年まとめられた近世、明治・大正・昭和

の摂津市の民間の資料というのも読ませ

ていただいて、興味深く読ませていただき

ましたけれども、こういったもの、ことし

５０年に向けてどういう状況になってい

るのか、進捗状況をお聞かせいただきたい

と思います。 

○三好義治委員長 槙納課長。 

○槙納情報政策課長 それでは、山崎委員

の質問にお答えいたします。 

 今回、自治体情報セキュリティ強化対策

といたしまして、委託料６，９９８万４，

０００円計上させていただいております。 

 その内訳につきまして、１点目はインタ

ーネット系の分離、ウイルス及びサイバー

攻撃への対策のため、現在統合されている

ＬＧＷＡＮ系とインターネット系の分離

を行います。この対策にかかる導入費用が

約４，１００万円となっております。 

 ２点目の個人番号利用事務系、住民情報

システムを利用しているものになります

が、なりすましによる情報窃取を防止する

ため、現在のＩＤとパスワードに加えて、

カードまたは生体による認証を実施しま

す。この対策にかかる導入費用が約９００

万円となっております。 

 ３点目の個人情報持ち出し不可設定に

つきましては、現在、端末からＵＳＢメモ

リーで情報は抜き出せない形にはなって
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おりますが、ＵＳＢメモリーそのものの紛

失や盗難、またウイルス感染等の事案が全

国で頻繁に発生しております。これに対応

しまして、暗号化とウイルスチェック機能

を持ったＵＳＢメモリーの導入を検討し

ております。この対策にかかる導入費用が

約２００万円となっております。 

 あと、サーバー関連、ネットワーク機器

やソフトウエアの５年間の保守パックと

いうものがございます。これらの費用が約

１，２８０万円となっているものでござい

ます。 

 今回のこの対策におきまして、最も費用

がかかりますのがＬＧＷＡＮ系とインタ

ーネット系の分離であり、本来、別にもう

１台サーバーを置いて、それぞれの系統に

物理的な配線と端末が必要になるところ

でございます。経費を抑えるために、イン

ターネット端末を仮想化し、仮想環境から

ＬＧＷＡＮ接続系の端末へ画面を転送す

る仕組みを構築することで、セキュリティ

対策を行いながら、費用の削減を行いたい

と考えております。 

○三好義治委員長 橋本参事。 

○橋本消防本部参事 それでは消防防災

施設共同整備事業について、お答えいたし

ます。 

 国庫補助金申請につきましては、消防指

令センター、こちらは消防防災施設整備費

補助金、消防救急デジタル無線につきまし

ては緊急消防援助隊設備整備費補助金の

２本立てで要望をしておりました。 

 国の補助金の配分の方針といたしまし

て、消防の広域化を行う市町村が整備する

場合、または複数の市町村が共同で基地局

等を整備する場合においては、特別に考慮

して配分するものとなっておりましたも

ので、両要望とも採択の可能性が高いもの

でございましたが、残念ながら消防指令セ

ンターのみが採択されたものでございま

す。 

○三好義治委員長 上田参事。 

○上田政策推進課参事 そうしましたら、

山崎委員の１回目の質問に対してご答弁

させていただきたいと思います。 

 まず申請率、１０日に福住委員の質問の

に７５％の申請率になろうかということ

でご答弁させていただきましたけども、反

対に言えば２５％の方が未申請であった

という形になろうかと思います。 

 給付金につきましては、非課税の方につ

きましては全ての方が権利を有すると当

思っております。ただ、国のほうでもＱＡ

を出してまして、読み上げさせていただく

んですけども、支給対象者は申請の有無に

かかわらず給付を受ける権利を有します

かという問いで、答えとして、支給対象者

は初めから当然に何らかの財産権を有す

るものでなく、具体的な金銭授受の権利が

発生するのは、申請期間内に提出された申

請書に対し市町村が給付決定することを

もって発生することになりますと。したが

って、給付対象者からの申請や市町村にお

ける支給決定は必須になりますという形

になっております。 

 こういうことでＱＡに載っております

ので、そうなるとやはり申請いただくとい

う形になりますので、申請漏れがないよう

にという意味も込めて、周知の徹底を図ら

せていただいたという次第です。 

 周知方法としては、広く一般的に広報、

インターネットに載せさせていただきま

した。直接的な広報として市民税課にご協

力いただきまして、非課税の方、未申告の

方に対して、非課税のお知らせをしていた

だくとともに、そこに申請書とチラシも同
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封させていただいた次第でございます。 

 今回の２７年度の補正について減額さ

せていただいてる中で、役務費の減が大き

いのではないかということでご質問があ

ったかと思うんですけども、役務費につき

ましては主に振込手数料を減額させてい

ただいております。 

 当初、振込手数料につきましては、国か

ら指定金融機関と市町村で協議、双方で手

数料のほう決めてくれという通知もあり

ましたので、国のほうでは一定的な手数料

は関与しないということも当初言われて

おりましたので、実際的には当初予算で計

上させていただいてますのは、通常の振込

手数料、一般的な振込手数料を計上させて

いただきました。実際、給付を行うに当た

り、それぞれの給付の時に指定金融機関と

契約を行った結果、１件当たり消費税を入

れて１０８円で請け負っていただくとい

う形になりましたので、その執行見込み額

の差分を補正させていただいたという次

第です。 

 最後に、担当職員の負担はなかったのか

ということでご質問だったと思うんです

けども、コールセンター、窓口に委託及び

派遣職員等を利用させていただいたこと

によって、職員への過度の負担というのは

かからないように行ってやってるという

形で実施させていただいております。 

○三好義治委員長 石原課長。 

○石原財政課長 それでは私のほうから、

山崎委員の財政課にかかりますご質問に

ご答弁申し上げます。 

 まず１点目、公債費と基金ということで

ございます。 

 公債費につきまして、まず補正と当初の

増減の理由のほう述べさせていただきま

すと、まず補正のほうですけども、元金に

つきましては昨年度借換債でキャンセラ

ブルというもので８年で借り替えができ

るものがございます。その場合、銀行との

交渉で、通常でしたら借り替えの場合、残

り１２年あるんですけども１０年での借

り入れということになるんですが、今回の

交渉の中で銀行と１２年借りることがで

きる交渉に至りましたので、その分、元金

のほうが減ってるということになってお

ります。 

 それと利子につきましては、前年度末に

借り入れるものについて、当初その当時の

利率に少し高目といいますか、上乗せした

利率で予算のほう計上しておりますので、

その分の利率が確定したということで減

額の補正のほうさせていただいておりま

す。 

 それと、当初のほうの元金と利子につい

ての増減ですけども、元金のほうにつきま

しては繰上償還額のほうが前年度よりも

約４．６億円がふえているということで今

回増額というふうになっております。 

 それと利子のほうにつきましては、これ

までの借り入れ残高が減ってきたという

ことと、金利が下がっているということで、

昨年度と比べて減額となっている状況で

ございます。 

 それと基金につきましては、当初の基金

につきましては主に基金残高を運用いた

しまして、それに出てくる運用益、利子等

を計上しております。その中で後に執行し

ていく中で、工事でありますとか、いろい

ろな入札差金でありますとか、執行段階で

の経費の削減、そういうものについて、出

てきたものについて、財政調整基金に繰り

入れたり、または公共施設整備基金のほう

でしたら当初に事業費の市債の残りの部

分の一般財源分を公共施設整備基金のほ
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うから繰り入れをして充当している状況

ですけども、最終的にそのときの財政状況

によって、繰り入れではなくて一般財源で

あるとか、または起債のほうの充当率が上

がって基金の繰り入れを抑えることがで

きると、そういうふうなことで基金が最終

的にふえたり減ってるというふうな形に

なっているところでございます。 

 それと、契約のほうでございます。まず、

入札・契約制度については、委員がおっし

ゃられましたように、その時代によってさ

まざま変わってくるところがございまし

て、本市におきましてもこれまでいろいろ

と平成１２年のときに公共工事の入札及

び契約の適正化の促進に関する法律、こち

らのほうが国で制定された前後から、その

入札の方法をいろいろと変えてきており

ます。 

 例えば、平成１１年度には予定価格１，

０００万円以上の工事を対象に予定価格

の事前公表を実施してきていたり、あと１

４年度には予定価格並びに最低制限価格

の事前公表を実施してきたり、あと平成１

９年度には小規模修繕工事の希望者登録

制度を導入したり、平成２５年度には最低

制限価格を事後公表とすると。最近で言え

ば、公共工事の前払い金の上限を７，００

０万円から約２億円にすると。そういった

形で契約をすることによって、できるだけ

適正履行の確保を努めていくという視点

で、これまでさまざま試行を繰り返して今

に至っているところでございます。 

 今後考えられることとしまして、第５次

行革のほうで上げているものとしまして、

総合評価方式の入札でありますとか、予定

価格の事後公表、こちらのほうも予定して

おります。こちらのほうにつきましては、

やはり市内業者の育成という観点から、そ

ういうものを取り入れながら、市内業者に

ついてできるだけ安定した事業といいま

すか、そういうものをしてもらいながら適

正な履行の確保に努めるという視点で、そ

のような取り組みを今後もしていきたい

というふうに考えております。 

 それと公契約条例についてですけども、

入札、契約、また工事、公共事業について

は、多種多様ないろんな職種がありますこ

とと、事業規模についてもいろいろござい

ます。その中でやはりその最低賃金とか生

活保護基準の問題というのは、一定国レベ

ルで対応すべき課題ではないかなという

ふうには考えておるところでございまし

て、そのことについても市長会を通じて、

国に労働関係法との適用関係に矛盾の生

じることのない公契約法を制定されたい

ということで要望のほうもしておるとこ

ろでございます。現在も国においても、最

低賃金でありますとか、設計の労務単価の

積極的な引き上げが今されておりますの

で、それらによって、そういうふうな現行

制度の運用の改善によって、賃金というの

は上昇しているところもございますので、

今後もそういった制度の変化であります

とか労働環境の影響、注視していきたいと

いうふうに考えております。 

○三好義治委員長 岩見課長。 

○岩見納税課長 それでは、納税課にかか

ります滞納処分費についてのご質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、滞納処分費でございますけれども、

これは主に動産、不動産等を差し押さえて、

それを換価する、お金にかえる。そのとき

にかかった費用等を滞納されてた方から

その公売で得た金額の中から先に徴収で

きるということが法律で定められておる

ものでございます。 
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 この滞納処分費、予算書で５４ページで

ございますけれども、予算概要のほうがわ

かりやすいかと思います。そちらの３４ペ

ージをご参照いただければ、こちらのほう

でインターネット等公売事業ということ

で、手数料、ここで予算額３８万７，００

０円、財源内訳といたしまして、その他特

定財源です、３８万７，０００円というこ

とで、これが歳入に当たる部分でございま

す。 

 したがいまして、例えば不動産の公売を

する場合、不動産鑑定等が必要となってま

いります。見積もりを出すためにその鑑定

費用をこちらのほうでまず歳出で支出を

いたしまして、そのかかった費用を公売で

換価した分、そこから先に滞納処分費とし

て鑑定費用をいただきます。残ったお金を

税のほうに充当させていただくというよ

うなものでございます。 

 また、インターネット公売、ヤフーの官

公庁のオークションサイトでさせていた

だいておりますけれども、この後について

ヤフーに落札価格の３％を支払いするこ

とになります。その分につきましても滞納

されてた方から徴収して、その分をヤフー

サイドのほうにお支払いするというシス

テムでございますので、ご理解願います。 

 それと、延滞金ということで、この後に

条例改正で関係してくる部分でございま

すけれども、延滞金につきましては、法律

上は納期限から１か月を経過するまでは

７．３％、それ以後は１４．６％というこ

とでなってございますけれども、近年の金

利等も勘案いたしまして、平成２６年から

延滞金につきましては最初の１カ月経過

するまでは２．９％、１カ月を経過した後

は９．２％ということでなってございます。

それで今年度２８年からは、最初の１カ月

２．８％、その後が９．１％ということで、

かなり延滞金のほうも下がってきている

状況でございます。 

 それで、換価の申請をした場合、猶予の

申請をした場合にメリットはあるかとい

うようなお問いだったと思います。金利が

下がっておる分、延滞金の免除に、一部免

除につきましてもかなりのメリットは出

てくる、メリットといいますか、延滞金に

ついては安い価格で済むものというふう

に考えております。 

○三好義治委員長 松方課長。 

○松方総務課長 山崎委員の文書管理に

おける申請書等、マイナンバーに関連した

ご質問についてご答弁申し上げます。 

 申請書等につきまして、条例・規則等で

定めてありますとおり、徴収いたします書

類についてもそれに沿って徴収している

ところでございます。 

 マイナンバーに関連しましては、前回の

議会で１月１日から施行されております、

いわゆるマイナンバーの法律に関する個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例、これがございますので、この

中で個人番号の利用範囲というのは規定

されております。 

 また、これに基づいて規則が定めており

ますので、それに沿った形で担当課におい

て書類、それから徴収する文書は対応して

おるものと思います。 

 また、市民の方でマイナンバー、ご自身

の番号がわからないというような場合に

ついても、国からのＱＡに沿った形で担当

課のほうで対応されるものと認識してお

ります。 

 あと、昨年２８年度の税制改正大綱の中

で、マイナンバーの取り扱いの見直しとい

うものがされたことがありまして、専決処
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分の形でさせていただいたものでござい

ますが、これについても個人番号について

の見直しがされたというところで、国の方

法といいますか、手段といいますか、その

やりとりに沿って、本市においても事務を

進めていくものと認識しております。 

○三好義治委員長 西川課長。 

○西川防災管財課長 それでは、山崎委員

の１回目の質問にお答えさせていただき

ます。 

 まず初めに、不動産売払収入でございま

す。 

 ２８年度予算としまして、土地売払収入

は３億２００万円計上してございます。こ

の内訳としましては、３箇所考えておりま

して、まず一つ目、南摂津駅前の駐車場用

地を、１，１２６平米余りでございます。

これは毎年計上させていただいてるもの

でございます。 

 続きまして、千里丘公民館売却用地とい

うことで、約４００平米計上してございま

す。現在、教育委員会のほうで千里丘公民

館の耐震補強工事等を実施されておりま

すが、その中で増築工事等も行ってござい

ます。隣接する集会所や周辺整備を行った

後に、不要となった土地を工事の原資とす

るため売却を予定してございます。 

 もう１件は、第１集会所用地でございま

して、１７６平米ございます。これもデイ

ハウスましたの建設に伴いまして、集会所

スペースがデイハウスましたのほうにで

きますので、第１集会所は不要となり、売

却用地として計上してございます。 

 続きまして、集会所の今後どのように進

めるのか、見通しについてお答えさせてい

ただきます。 

 先般から集会所のあり方について、ご議

論させていただいておりますが、５２か所

の集会所を全て建て替えるというのは非

常に財政的にも厳しい状況があります。そ

の中で、今後、利用頻度でありますとか、

地域の特性でありますとか、そういうもの

を勘案しながら、この集会所の計画、それ

からそういうものを検討してまいりたい

というふうに思っております。また、集会

所利用に当たりましては、福祉的な観点、

それからそういうものを集会所再編の中

に考えを取り入れながら、考えていきたい

と思っておりますが、今ご質問の中に、ふ

やす方向の要望もあるというふうな話も

お聞きしております。現在、５２箇所の今

後の更新計画立てていきますが、その中で

はやはり使用頻度等勘案しながら考えて

いくしかないというふうには考えており

ます。また、集会所の要望に対しては、例

えば複合化でありますとか、そういう観点

から少し整理して、今後の計画に反映させ

ていきたいというふうに思っております。 

 続きまして、旧味舌の木造校舎の業務設

計委託料を２８年度計上しております。解

体につきましては、当初は２９年度実施と

いうふうに考えておりました。ただ、現在

民営化につきましては直営の継続という

ことも今回の議会で上げておりますこと

を考えますと、来年度委託は実施しますが、

２９年度の実施につきましては関係機関

と調整してまいりたいというふうに思っ

ております。 

 続きまして、住宅管理費につきまして、

指定管理料でございます。指定管理につき

ましては２６年度から実施しておりまし

て、初年度は２，３００万円余りの指定管

理料を支払っております。２７年度から１，

９００万円を上限としまして、３０年度ま

で推移するという形で業者と打ち合わせ

しているところでございます。２８年度に
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おきましても、１，９００万円の指定管理

料を計上させていただきまして、今のとこ

ろ業者と打ち合わせしている範囲では、こ

れを増額するという話はお聞きしており

ませんので、それを推移したいというふう

に思っております。 

 続きまして、住宅整備基金についてでご

ざいます。こちらのほうは１８年度までは

住宅費の余剰金がございまして、住宅基金

を当初予算で計上しておりましたが、平成

１９年度からスタートしました三島団地

の建て替え工事がございまして、住宅の歳

入と歳出が賄えない状況に至りましたの

で、当初予算で計上してございません。 

 近い将来、検討していきます八町団地の

建て替えについてでございますが、現在、

具体的な計画の策定には至っておりませ

んので、今後、住民を含めて協議させてい

ただく中で、建て替え事業費等が出ました

ら、基金等を積み立てる必要があると思い

ますので、関係課と協議してまいりたいと

いうふうに思っております。 

 続きまして、社会資本総合整備交付金の

低廉化の補助金についてでございます。こ

の補助金につきましては、特に三島団地の

建て替えに伴いまして、入居者の家賃の激

変緩和に対応するという目的で、６年間、

段階的に家賃を増額しておる差額を、国よ

り交付金を受けるものでございます。 

 現在、交付金につきましては、旧家賃か

ら４年目でございまして、２８年を含め２

年で本来家賃に到達いたします。この交付

金につきましては、財源としましては家賃

同様に住宅の維持管理等に充てられるも

のでございます。 

○三好義治委員長 山下局次長。 

○山下監査委員・公平・固定資産評価審査

委員会事務局次長 それでは、選挙管理委

員会にかかりますご質問にご答弁申し上

げます。 

 まず、選挙権年齢が１８歳に引き下げら

れるということで、それらの方対象とした

啓発事業はということかと思います。 

 委員会といたしましても、従前からの取

り組みに加えまして、６月の定時登録によ

りまして、ある程度１８歳、１９歳の新有

権者の方を固めまして、それらの方対象に

初めて投票される方向けの内容の案内、啓

発、そういったことを行う予定としており

ます。 

 続きまして、有権者の皆様の選挙権行使

の機会を確保するために、これ以上投票所

を減らすべきではないということで、委員

会の考えはというお問いかと思いますが、

もちろん、当委員会といたしましても不要

不急の投票所の削減を行う考えは今のと

ころございません。 

 ただし、現実問題といたいまして、最近

マスコミのほうでも報道されております

衆参同日選、もしこれが執行されることに

なった場合、投票所として使用している面

積が５０平米以下の小さい集会所で、衆議

院３種類、参議院２種類、５種類の投票を

安全に行えるかと言われましたら、正直、

ちょっと不安がございます。その辺の可能

性も含めまして、有権者の皆様が安全安心

して投票を行えるための環境整備、これに

つきまして今後検討していく必要はある

ということで、シミュレーションのほうも

行っているところでございます。 

○三好義治委員長 東角参事。 

○東角総務部参事 それでは、山崎委員の

市史編さん事業の現状についてと、それか

ら５０周年記念事業についてお答えを申

し上げます。 

 まず、前回の市史編さん事業でございま
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すが、５周年記念事業として昭和４６年か

ら始めまして、史料調査そのものにつきま

しては昭和５２年３月に本編が出されま

したので、約５年間ほど、約３０の市民や

団体から３万点ほどの史料を収集してお

ります。 

 今回につきましては、この約５年間でご

ざいますが、市民あるいは各いろんな関係

機関等の団体から、３３の市民、団体等か

らのご協力をいただきまして、約８万点ほ

どの収集をさせていただいております。 

 摂津市の場合ですけれども、約４０年間、

史料調査が積み重ねてこられなかったこ

とで、他市におきましてはごくごく地道で

はございますが、史料調査をずっと積み重

ねてきたという経過がございまして、今回

ようやく、お家によりましたら、「もう処

分してしまいました」というようなことで、

建て替えや世代の交代などで、貴重な史料

が二度と見ることができなくなったもの

も多数あるのではないかというふうに考

えております。今回につきましては、民間

資料の状況と申しますと、例えば鶴野の、

当時江戸時代は鶴野新田というんですけ

れども、鶴野新田村から江戸初期１６５０

年ぐらいの「年貢免定」が見つかっており

ますとか、あるいは庄屋村の庄屋区有文書

でありますと、そこでは「萬留帳」が、あ

るいはごく最近ですけれども、新在家村に

ご協力いただきまして、慶応の幕末の時代

のお触れ書きの「御触書留帳」などが発見

されておりまして、摂津市の村々にかかわ

りますいろいろなお触れ書きなり、あるい

はどこどこの村でどういうことをしたと

いうようなこともわかってきております。

また、建築物ですけれども、まだきちんと

した年代測定ができておりませんので、ま

だ何とも言えませんが、またその新在家村

の住宅は、江戸中期１７５０年前後ぐらい

の建物ではないかというようなことも考

えられておりまして、執筆委員に建築史の

先生も入っていただいております。 

 それから、５０周年の記念事業について

でございますが、今回、摂津市にかかわり

ます歴史上の重要なトピックスを紹介す

るという形で、先史時代から古代、中世、

近世、近代、現代の各時代の当時の地域の

様子を伝える、そういう出来事について、

図表や写真などを具体的なものを交えて、

この４０年間でさまざまな最新の歴史研

究がなされてきておりますので、そういう

成果も盛り込みながら、５０周年の記念誌

を発行していきたいというふうに考えて

おります。 

○三好義治委員長 山崎委員。 

○山崎雅数委員 では、２回目の質問をさ

せていただきますが、情報セキュリティ強

化対策事業の話は、難しいですけれども、

わかりました。ＬＧＷＡＮとインターネッ

トの分離という話ですけれども、便利さの

ためにはインターネットにつながないと

いけない。それが今度はセキュリティのた

めに分けないといけない。いろいろ大変だ

とは思うんです。よろしくお願いいたしま

す。 

 それから、消防防災施設共同整備事業で

すけれども、広域化ということで採択の可

能性が高かったという話なんですけれど

も、結局おりてこなかったんですけども、

当初予算では、国からの負担が認められる

という話で議論されてたのかどうかわか

りませんけれども、これが認められなけれ

ば、市の負債になるという話はしてないと

思うんですが、やはりこれ、限度額引き上

げで８，６５０万円の負債になったわけで

すよね。やはり市債というのは市民の負担
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ですから、市債を起こすというのはやはり

慎重に頑張ってほしいと思いますし、それ

から国の補助獲得は頑張ってほしいとは

思うんですが、この補正予算の１８ページ

の地方創生加速化交付金、これも補正予算

でという話で来てますけども、これなんか

も後から来ないというようなことにはな

らないのかどうか。 

 そういった補助金関係ですとか、予算で

はとれる見込みでやってて、実は違ったと

かいうようなことはこれから、これまでも

何回かあったかと思うんですけども、こう

いったことに対してはやはり今回の当初

予算なんかでももしそういうのがあるな

らば、事前にやはり知らせて、議論をすべ

きだと思うんですけども、その辺のお考え

をお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、臨時福祉給付金のほうですけ

れども、国が言われる申請がないと権利が

ないというのは、国の責任、詭弁やとは思

うんですけども、ことし、また年金受給者

対象の臨時給付金として予算計上されて

います。年金受給者ということですから、

申請の仕方がわからないという方もたく

さんいらっしゃると思いますので、ぜひこ

としも取り扱いはしっかり行っていただ

きたいと思います。 

 それから、これは増税がこの給付金が必

要という状態をつくってるわけですから、

いろいろこの辺の話では市長会なんかで

も話はしてくれてはるみたいですけれど

も、消費増税はやめるべきだということを

いろんな立場から声を上げていただきた

いと思っております。要望です。 

 それから、役務費は振込手数料というこ

とで、、担当職員への負担は過度にはなか

ったということなんですが、先日の野口委

員へのお答えで、今年度の職員採用の仕組

みについて、新年度の採用が少なかったと。

この春からの欠員というか、職員が少ない

という部分での負担は大きいんではない

でしょうか。早急に回復させるべきではな

いかと思いまして、職員体制についてそう

いうことに問題はないのか、お聞きしたい

と思います。 

 それから、積み立てと負債とそのやりく

りの話、何度もお聞きしました。借換債が

１２年にという話になれば、それこそ幾ら

かでも金利もそれこそ助かりますし、今度

の公債費の利子返済５，８００万円、ちょ

っと利子が変わっただけで大分違うわけ

ですけれども。中期の見直しに、これも組

み込んでいるというふうにもお聞きしま

したけれども、こういった金利が下がって

るだとか、臨時収入もあったとかいうよう

なことで、中期財政見通しも毎年のように

見直していかなくてはならないという状

況になっているのかなとも思いますけど

も、中期財政見通しはどうなっていくのか

というのもお聞かせできればと思います。 

 それから、滞納処分云々のことについて

は、条例議案のほうでも質問したいと思う

んですが、納付を待ってもらうということ

は延滞だとかそういった差し押さえとい

うのも減らせると思うんですね。ぜひ減ら

してもらいたいということが、こういった

さっき言われたように鑑定の費用ですと

か、ヤフーの公売の費用ですとか、そうい

ったものも結局はそのものから吸い上げ

るわけですから、市民負担をいわば滞納処

分、滞納のために出てくるお金というのは

市民負担で引っ張ってくるわけなんで、な

るべくそういうことはやらないというよ

うな形でお願いをしたいと思います。 

 それから、入札の事務は、最低賃金は国

のほうでしっかりやってるという話では
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なくて、やはり摂津市としてのスタンス、

摂津市が行う事業で最低賃金を割るよう

な仕事にはさせないというようなやはり

スタンスというのは必要なんではないか。

それとやはりルールをきちんとしておか

ないといけないと思いますし、総合評価と

いうのはこれからも悪いということでは

ないと思いますけども、なかなか透明性の

確保が難しいというところもあったりも

するので、ぜひ検討を重ねていただきたい

と思います。 

 それから、土地売払収入はこれからの財

産管理なんかで年度途中でふえるかどう

かという話はありませんでした。そういっ

たことは今回わからないということで構

わないと思うんですが、わからないではこ

の議論に乗らないわけですから、売却方針

ですとかなんとかというのは、その都度補

正がそれこそ出てくるとかいうような話

でしたら、もっと早く、議員やら市民の皆

さんにも、議論、ここでしないわけですか

ら、その都度知らせていくということを徹

底していただきたいと思います。 

 それから、旧味舌小学校木造校舎解体実

施設計業務委託料の話はわかりました。 

 それから、選挙、投票所の話ですけども、

これは同日選挙があったら安全に行える

かどうかわからないから考えるという話

なんですけども、同日選挙があっても、で

きるだけそれは安全に行えるようにする

という責任が市にあるわけですから、市が

それこそお金を出してでも投票所の整備

をすべきではないかと思います。またぜひ

検討していただきたい。それでどうしても

投票所統廃合しなくてはならないという

のはおかしいと思いますので、もしいろん

な、どういった状況が考えられるのか、お

考えがあったらお聞かせいただきたいと

思います。 

 住宅整備基金のことですけども、確かに

これからいろいろお金かかるかもしれま

せんけども、入居者の方々、市民負担にな

らないように、かつ計画的に住宅整備基金

は準備していただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

市史編さんは、ご苦労さまです。ことし、

５０周年に向けて、歴史のトピックスの紹

介もすると。いろいろ３万点から、その後

の８万点の資料、大変ご苦労されてやられ

てると思います。その成果をなるべく早く、

市民にお知らせいただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○三好義治委員長 それでは答弁を求め

ます。 

 石原課長。 

○石原財政課長 それでは、私のほうから

山崎委員の２回目のご質問にご答弁申し

上げます。 

 補助金とか負担金とか、全体の話という

ことでご答弁させていただけたらと思い

ます。 

 財政課としましては、当初予算では全て

見込まれる歳入でありますとか、歳出とい

うものを全て計上しておるところでござ

います。その中で、そのときの情勢によっ

て変化してくるものもたくさんございま

すし、補助金でございましたら、当初申請

をした中で、最終、国のほうの補助金のパ

イの中からあふれるといいますか、そうい

うこともある中で採択されないという現

実も今回のようにあるものでございまし

て、そういうことはその時々の情勢によっ

て出てくることであろうと思っておりま

す。 

 今後もそういうことが起きたときには、

やはり財源の確保というところの手段と
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して、あらゆる手段を使って対応していく

という方法をとっていきたいというふう

に考えております。 

 それと次に公債費の関係で、今後の中期

財政見通しの影響というところでござい

ます。 

 公債費につきましては、これまでやはり

繰上償還等でできるだけ市債残高を減ら

していくと。それによって公債費の額を減

らして、その分減った分についてはやはり

今後ふえていくであろう社会保障関連経

費のほうに充当していくという考えが一

つございます。 

 それは市債と基金のバランスというこ

とで、財政運営の一つ大事なポイントだと

考えております。 

 その中で、ただ今回のように金利がかな

り低い状況にあるというところであれば、

やはり借り替えをして、より持続可能な財

政運営に努めるというのも一つの手法か

なというふうにも考えておりますので、そ

ういうふうなところを加味しながら、今後

もできるだけ公債費のほう減らしていき

たいというふうに考えていっておるとこ

ろでございますし、中期財政見通しにつき

ましても、先ほど委員がおっしゃられまし

たように、その都度いろいろ経済、社会情

勢というのは変わってきますので、毎年毎

年ローリングしながら、そのときのできる

限り見込めるものを、できるだけ精査をし

て、中期財政見通しのほうを策定して、翌

年度の当初予算に反映していくという形

をとっていきたいというふうに考えてお

ります。 

○三好義治委員長 大橋参事。 

○大橋市長公室参事 そうしましたら、山

崎委員の職員体制にかかる質問にご答弁

申し上げます。 

 まず、給付金にかかわります部分でござ

いますけれども、給付金の事務執行につき

ましては、政策推進課の中に２名の正規職

員を配置して取り組んでおりまして、２８

年度で３年目になると思います。 

 基本的には経験もございますし、この職

員の異動については基本的には考えてい

ないと。実際、事務執行するに当たりまし

ては、業者からの派遣及び委託を併用する

形で体制を整えておりまして、２８年度に

ついても同じような手法で取り組む想定

をしておりますので、それによって、ミス

のないように取り組んでいきたいという

ふうに思っております。 

 それと全体的なお話でございます。前回

の委員会でもご答弁申し上げたんですけ

れども、確かに人数が減ってる部分、どう

いうふうにそれをカバーするかというこ

とにつきましては、ベテランの再任用職員

の方、それと通常の人事異動の中でもやは

り経験の部分ということを多少加味する

とともに、非常勤職員、これは行政パート

ナーなんですけども、ベテランの行政パー

トナーもおられますし、そのあたりをうま

く適正に配置することによって、半年間、

事務執行を滞ることなくその体制を整え

ていきたいというふうには考えておりま

す。 

○三好義治委員長 山下局次長。 

○山下監査委員・公平・固定資産評価審査

委員会事務局次長 それでは、山崎委員の

２回目のご質問にご答弁させていただき

ます。 

 衆参同日選が実施される場合におきま

しても、現在の投票所で投票できるように、

体制整備、会場整備、行うべきではないか

というお問いかと思います。 

 確かに委員がおっしゃいますとおり、投
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票場所が変わることにより有権者に与え

る心理的影響、これは否定できないものと

考えておりますので、慣れ親しんだ投票所

で投票ができることにこしたことはない

と思っております。 

 先ほど申しましたとおり、もちろん委員

会といたしましても、机上の数字だけを見

た再編というものは考えておりませんの

で、状況を総合的に勘案した上での統廃合、

投票所の再編ということで、その結果、狭

隘な集会所を利用している投票所を統合

するという選択肢も否定できないと。その

可能性はあるということはご承知いただ

きたいと考えております。 

○三好義治委員長 山崎委員。 

○山崎雅数委員 職員体制についても、そ

れこそベテランの方々の力も十分発揮し

ていただいて、業務に支障がないように、

ぜひ頑張っていただきたいと思いますし、

中期財政見通しについても、適正な表現と

いうのを心がけていただきたいと思いま

す。そして投票所についても、もしできる

んでしたら拡充をしてもらって、投票所は

減らさないという方向でぜひ検討いただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

○三好義治委員長 山崎委員の質問は終

わりました。 

 以上で質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時 ６分 休憩） 

（午前１１時１１分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 議案第２０号及び議案第２３号の審査

を行います。 

 本２件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。 

 山崎委員。 

○山崎雅数委員 では、議案第２０号、行

政不服審査会条例について、お聞きしたい

と思います。 

 これは平成２６年の行政不服審査法改

正に伴う条例改正なんですけれども、これ

はまず、摂津市の場合は市長についての不

服審査が出たときに、棄却の裁定をしたと

きに、公平性が保たれるように不服審査会

というのを設けるということになるわけ

ですけれども、もし不服審査に対して市長

の認容裁決というのが出た場合は、不服審

査会は基本的には出番がない。期日超過と

か、そういった不備による却下についても

審査会の審議には付されないということ

でいいのでしょうか。 

 それを確認いただいて、そういった意味

での市民を守るために、この行政不服審査

法の改正そのものは、これまで異議申し立

て、不服申し立て、行政不服審査請求とあ

ってどれでも選べて、かつ二つを経てから

で裁判に至るとか、そういった時間もかか

るとかいうようなことに対して、時間短縮

もでき、行政不服審査を行う国民の権利を

守る。裁判にもし至るとなるならばそれの

スピードアップを図るということでの法

改正ですので、そういった法律の専門家と

いうか、よくわかった方が審査会の委員に

なっていくんだとは思うんですけども、ど

ういう方が委員になるのかどうかという

のもお聞きしたいと思います。 

 それで、審査会そのものは公平性担保と

いうためには、市長部局ではなくて第三者

の外部組織というか、独立性をを保つべき

ではないかと思うんですけれども、この辺

についてのお考えをお聞かせいただきた

いと思います。 

○三好義治委員長 松方課長。 

○松方総務課長 委員のご質問について、

ご答弁申し上げます。 
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 まず、今般の行政不服審査法の改正につ

きまして、大きく４点ほど改正ございまし

て、公正性の向上ということで審理員制度

を導入したということ。それから、その審

理員が審理を主宰しまして、審査請求され

た方と処分庁との間に入りまして、審理を

主宰して進めていくわけなんですけども、

その中で審理員意見書というものを審理

員が作成します。それを審査庁のほうに出

すんですけども、それについては審査庁の

ほうから山崎委員からお話がありました

第三者機関、行政不服審査会といいますけ

ども、そちらの第三者機関へ栽決の点検を

させるということがあります。これも公正

性の向上ということになっております。 

 それから、審理手続につきましても、前

回までは審査請求人の証拠書類でありま

すとか、単に閲覧ということになっておっ

たんですけども、今回からは写し、謄写権

を認めるということで、またあわせて口頭

意見の陳述ということも含めて質問権を

付与しているということがございます。 

 それから、使いやすさの向上ということ

で、先ほどもお話がありましたけども、不

服申し立てにすることができる期間を６

０日から３か月に延長するということに

なっております。不服申し立ての審査請求

についても、一元化がされておりまして、

現行の不服申し立て手続における異議申

し立てを廃止しまして、審査請求に原則一

元化ということがなされております。 

 本市の場合は、この法律を受けまして、

市のほうで対応をしていっておるわけで

ございますけども、まず第三者機関につき

ましては、総務課では情報公開制度を所管

しておりまして、情報公開制度においても

個人情報保護審査会、情報公開審査会の中

で、委員をお願いして、その中で審査を進

めておるという実績といいますか、経過が

ございますので、第三者機関をどこに置く

かということなんでございますが、それに

つきましては従前から総務課のほうで情

報公開も所管しているということもあり

まして、審査会のほうを総務課で持ってお

るという状況でございます。 

 また、行政不服審査会の委員につきまし

ては、行政不服審査会でございますので、

行政法の専門をされてる学識経験者を２

名、それから不服申し立てにつきましては、

特に税の関係の不服申し立ても多いと聞

いておりますので、税理士を１名、それと

あわせて福祉関係の学識経験者１名、それ

と全般的な法的な専門性を高めるという

こともございますので、弁護士を１名、こ

の予定をしております。 

 また、冒頭申し上げました審理員につき

ましては、その処分に関連してない課の職

員ということで、現状では総務課管理職を

充てる予定をしておりますけども、不服申

し立ての内容によりましては、法律的な専

門性の高い内容もございますので、審理員

につきましては弁護士を充てる用意をし

ております。弁護士に、この弁護士につき

ましては、先ほど申し上げた第三者機関の

弁護士とは別の形で関わらない弁護士と

いうことで、用意をしております。 

 それから、最初におっしゃっていただき

ました、もしその審査請求について、市の

ほうが認めるということは、認容というふ

うな形になるんですけども、その場合は審

理には付さないという状況になります。 

○三好義治委員長 山崎委員。 

○山崎雅数委員 不服申し立てをされる

方の権利拡充と、スピードアップ、権利の

擁護ということですので、問題はないとい

うことで頑張っていただきたいと思うん
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ですけども、その審理委員の、弁護士もし

っかりした人をお願いしたいと思います。

この間、生活保護ですとか税ですとか、不

服審査請求をこの間行われておりまして、

裁判に至らないでも、都道府県知事の裁決

ですとか市町村長の裁決も幾つか出てま

すから、法律をやってはる方でしたらそう

いうこともよくご存じだと思うんですけ

れども、そういったところもしっかり知識

のある方をしっかり配置していただきた

いと思います。所によると別の裁決が出る

ことは結構ありますのでね、ぜひともそれ

はお願いしておきたいと思います。 

○三好義治委員長 ほか、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時２０分 休憩） 

（午前１１時２１分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 議案第４４号の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 樋上消防長。 

○樋上消防長 議案第４４号、摂津市火災

予防条例の一部を改正する条例制定の件

につきまして、補足説明させていただきま

す。 

 対象火器設備等の位置、構造及び管理並

びに対象火器器具等の取扱いに関する条

例の制定に関する基準を定める省令の一

部を改正する省令が、平成２７年１１月１

３日に公布され、これに伴いまして本条例

の別表３の一部を改正するものでござい

ます。 

 改正概要につきましては、省令が制定さ

れた当初、想定されていなかったガスグリ

ドル付こんろ等の対象火器設備及び器具

が流通してきたことから、それらへの対応

を図るため、本条例の別表３に追加し、当

該設備及び器具に係る可燃物等との間に

設けるべき火災予防上安全な距離、いわゆ

る離隔距離に関する規定を制定するもの

でございます。 

 それでは、改正の主な内容につきまして

ご説明申し上げます。 

 摂津市火災予防条例別表３へ、ガスグリ

ドル付こんろ及び入力が５．８キロワット

以下の電磁誘導加熱式調理器を追加し、ま

たドロップイン式という表現を、組込型と

改め、電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導

加熱式調理器を、電気調理用機器に統合し、

併せて備考欄の語句の整備を行うもので

ございます。 

 なお、この条例は平成２８年４月１日か

ら施行するものでございます。 

 以上、議案第４４号の補足説明とさせて

いただきます。 

○三好義治委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 山崎委員。 

○山崎雅数委員 一応、先ほどの説明でわ

かるんですけど、ガスグリドル付こんろと

それからＩＨこんろに対応ということで、

旧来のガス器具、それから旧来のこんろと

比べて緩衝というか、すき間の距離につい

ての規格というのは変わるのか教えてく

ださい。 

○三好義治委員長 松田課長。 

○松田予防課長 離隔距離についてお答

えいたします。 

 消防庁により、火災危険性の検証を行い

ながら、従来別表３に定めていた機器と、

比較した結果、火災危険性に差異がないと

認められたため、離隔距離は変わっており

ません。 
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○三好義治委員長 山崎委員。 

○山崎雅数委員 つまり、市民の方々は全

く何もする必要はないというふうに考え

てよろしいですね。 

○三好義治委員長 松田課長。 

○松田予防課長 一般市民の方には影響

はございません。従来と同じであります。 

○三好義治委員長 ほか、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 次に、議案第４７号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 山崎委員。 

○山崎雅数委員 １点だけお聞きしたい

と思いますが、これは議案第３２号で公務

災害補償条例の改正も出てるんですけど

も、議案第４７号は追加提出されましたけ

れども、何で一緒に、当初に提出されなか

ったのかお聞かせいただければと思いま

す。 

○三好義治委員長 橋本参事。 

○橋本消防本部参事 なぜ同じ時期に条

例改正議案を提出しなかったのかという

質問についてお答えいたします。 

 非常勤の消防団員等に係る損害補償の

基準、こちらのほうにつきましては、国の

ほうから条例（例）という形で出てまいり

ます。その条例（例）が出てくるのが少し

遅くなったものでございまして、それで今

回追加の議案という形で提出させていた

だきました。 

○三好義治委員長 ほか、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時２６分 休憩） 

（午前１１時２８分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 議案第２５号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 山崎委員。 

○山崎雅数委員 この条例は審査の申し

出に関する規定が整備されるということ

なんですけども、固定資産評価審査委員会

をこれまで開かれてやってこられて、不服

審査が出たときに対応するという形で、そ

のやり方というのは行われていたわけで

すけども、この法改正で政令もなくなって、

条例で決めなくてはいけなくなったとい

うふうにお聞きしました。 

 そこで、だから現行とほとんど中身につ

いては変わるところがないというふうに

も説明いただいておりますのですが、そう

すると、国のほうは法律をなくして政令も

なくして、国の責任は結局もう固定資産評

価審査に関することについては、各自治体

に任せて、国はもう知らないという話にな

るのか、国の責任が大きいみたいなことに

なるのか、わざわざ条例にしないといけな

くなったということでは、現行と変わると

ころがないのか、その辺を教えていただき

たいと思います。 

○三好義治委員長 山下局次長。 

○山下監査委員・公平・固定資産評価審査

委員会事務局次長 それでは、ご答弁申し

上げます。 

 まず、固定資産評価審査委員会につきま

しては、地方税法４２３条を根拠に設立さ

れております。固定資産の価格に対します

不服につきましては、行政不服審査法を準

拠して適用するということになっており

ますが、今回その行政不服審査法が全面改
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正されましたので、法定事項以外の事項を

記載しなければならないという内容につ

きましては、条例で定める必要が生じたと

いうことで、今回条例改正をさせていただ

いたところでございます。 

○三好義治委員長 山崎委員。 

○山崎雅数委員 ですから、別に国の責任

がなくなったということではないですね。

それに条例化して、不服審査を受けるとこ

ろが変わるわけでも何でもないですから、

形が変わるものでもないということで、こ

れはだからいわば行政不服審査法上にお

けるそういう規定に従うという形になる

ということですね。 

○三好義治委員長 ほか、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時３１分 休憩） 

（午前１１時３２分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 議案第４号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 山崎委員。 

○山崎雅数委員 財産区財産予算書のほ

うで１０ページの預金利子等ですけれど

も、これも前年度比較で半減するんですか。

預金利子等で半減してますね。この辺がな

ぜかということと、１２ページの味舌上財

産区ですね、これは地方振興事業費がふえ

ておるわけですけれども、この増額要因、

この２点だけお聞かせください。 

○三好義治委員長 西川課長。 

○西川防災管財課長 山崎委員の２点の

ご質問にお答えさせていただきます。 

 預金利息の前年度より減少した理由に

つきまして、ご説明させていただきます。

預金利息につきましては、財産区が持って

おりますお金を金融機関等に貸し付ける、

市のほうにも貸し付けるということで利

息を計上しております。今回につきまして

は、市への貸し付けというのは減少してお

りますのと、それから味舌上財産区におき

まして、市場公民館の建て替えに向けた取

り組みを行っておりまして、２８年度につ

きましてはそれが減少する、工事等も予定

しておりますので、減少しますということ、

それから低金利が続いておりますという

ことで減少してございます。 

 続きまして、味舌上財産区の事業費につ

きましてご説明させていただきます。 

 味舌上財産区は味舌上公民館の建て替

えを終了しまして、２７年度から実施設計

委託のほうを発注してございます。２８年

度の工事発注を目指して、財産区のほうで

取り組みを行っておりまして、この工事に

関連しまして、市の担当者のほうも一緒に

設計協議に当たっているところでござい

まして、このあたりで推移しているという

ところの現状がございます。 

○三好義治委員長 ほか、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時３５分 休憩） 

（午前１１時３６分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 議案第３３号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 山崎委員。 

○山崎雅数委員 市税条例が大きく変わ

ります。何点かお聞きしたいと思いますが、
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まず徴収猶予のことなんですが、今回国税

と地方税の法改正があって、徴収の猶予が

認められることになりました。これまでは

職権による猶予ということで、分納という

のが行われておりますが、これがもし相談

に来て、それが職権による猶予は認められ

ないという決定がされても、不服があって

も申請による行政処分ではないので、行政

処分ではないという意味でも不服申し立

ても異議申し立ても基本的にはできない

というのがこれまででした。徴税の猶予が

できる状況、それから要件というのは、別

に申請になっても職権であっても変わり

ませんが、不許可に対して異議申し立てが

できる、不服審査請求ができる権利が確立

されたことが今回の改定で一番大きいこ

とだと思っております。 

 そこで、徴税の猶予を申請によって求め

ることが一部できることになったことと、

猶予が認められれば延滞金が停止させら

れて、かからなくなることなど、納税者に

とっても一応メリットもあるということ

など、広く知らせるべきだと思います。納

税相談に訪れる市民の方々に対して、どう

いうふうに対応されるのか、お聞かせいた

だきたいと思います。 

 また、条例にないことは、これまでずっ

と国税徴収法に準拠して市の徴収も行っ

ていくということは確認をしてきました。

国税では、申請の猶予期間として１年あり

ます。その再申請もあればもう１年、そし

てその後、猶予の要件に該当するとさらに

職権の猶予をすることができるというふ

うになっています。市税の猶予も、申請猶

予が終わっても、猶予の要件に該当すると

きには再度職権による猶予が適用できる

と考えているのでしょうか。お聞かせてい

ただきたいと思います。 

 次に、次の２点目の改正点。年金などの

特別徴収制度の見直しは、納期ごとの納税

額が大きく変わらないということについ

ては、非常によいことだと思っております。 

 ３点目ですけれども、軽自動車税の増税

になります。これは消費税８％への増税の

ときに、自動車の販売価格が上がらないよ

うに、自動車取得税の税率が順番に下げら

れていく、１０％への増税のときにはもう

自動車取得税がなくなるという課税制度

の見直しと一体のものだと思っておりま

す。この税改正をどのようにお考えになら

れておるんでしょうか。軽自動車、二輪車

についてはグリーン化特例、課税強化の方

向で来てますし、今回の原動機付自転車の

引き上げといったことについても、これは

市民にとっては負担増ばかりが押しつけ

られるということになっていないでしょ

うか。これは導入を断るとか、他市より軽

減を図るということはできないのかもし

れませんけれども、もしかしたらできるの

であれば、その辺お聞かせいただきたいと

思います。 

 ４点目のたばこ税、これも増税なんです

が、これを否決しても条例改正がされない

場合は、たばこのほうは全国的に値段のほ

うは上がりますから、税金のほうの取り分

が市のほうとして減るだけということに

なるのでしょうか。その辺の関係もお聞か

せいただきたいと思います。 

○三好義治委員長 岩見課長。 

○岩見納税課長 それでは、納税課に係り

ますご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、徴収に係りまして、換価の猶予が

創設されました。国税徴収法が改正され、

地方税法が改正されたことから、各市町村

の実情等に応じて条例に定めるところに

より、今回徴収のほう猶予申請が認められ
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ることになることになりました。したがい

まして、あと納税の猶予と換価の猶予につ

きましては、これまでどおり同様の取り扱

いですが、この分につきましても条例の定

めるところによるということで、今回条例

に定めさせていただいているところでご

ざいます。 

 また、延滞金等につきましても、災害等

につきましては以前より免除ということ

でございました。今回、申請による換価の

猶予等におきましては、一部免除というこ

とになりますので、全額が免除されるわけ

ではございませんので、その点ご理解願い

ます。 

 それと、市民への周知ということでござ

いますけども、対象はどれだけになってく

るのかというのもまだ把握できておりま

せん。ただ、納税相談につきましては、こ

れまでどおり窓口のほう、また電話により

相談を行っておりますので、そのときにそ

ういった換価の猶予等がこれまでは職権

のみであったが、申請でもできますよとい

うようなご説明はさせていただくよう、考

えております。 

 あとですね、換価の猶予が申請によりで

きることになっておりますけども、この申

請の条件といたしましては、納税について

誠実な意思を有する者というものが第一

の条件になっておるのはご承知かと思い

ます。原則、この徴収の猶予、換価の猶予

につきましては原則１年以内というのが

これまでもなっておりましたが、さらに申

請により１年間、さらに延長されるという

ことで、最大２年間の猶予ができることに

なります。 

 国税徴収法１５１条の２に規定するこ

とによって、新たにその職権による換価の

猶予がされるのではないかというお問い

だったと思いますが、これは国税の通則法

第４６条７項に規定されておりまして、当

初猶予をした期間と合わせて、最大で２年

を超えることができないというふうに規

定がされております。したがいまして、申

請をして換価の猶予ですね、が認められた

場合、申請によって再度１年間の延長を認

められることもできます。そこから先、再

度職権による猶予というものは２年を超

えますので、することができませんので、

ご理解いただきますようにお願いいたし

ます。 

○三好義治委員長 和田次長。 

○和田総務部次長 それでは軽自動車税

とたばこ税につきましてのご質問につい

てお答えいたします。 

 まず、税率につきましては、地方税法の

法定税の税率の種類、これが大きく３つご

ざいます。まず一つは地方団体にそれ以外

の税率を定めることを許さない税率、これ

が一定税率と申します。次に、地方団体が

課税する場合に通常よるべき税率が定め

られているもの、これが標準税率と申しま

す。次に、地方税法において税率を定めず、

地方団体に税率を設定を委ねている税率、

これが任意税率と申します。この３種類が

ございます。このたびの、まず軽自動車税

につきましては、制限税率をつけました標

準税率に分類されております。たばこ税に

つきましては、一定税率ということで、法

定で決められた税率を必ず地方税の条例

で定めなければならないと、規定されてい

るものでございます。 

 あと、市町村単位で課税につきまして、

どういう方法があるのかということです

けれども、軽自動車税につきましては制限

税率が設けられております。標準税率につ

きまして、行政需要によっては超過負担と
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いう形で制限税率が適用できるんですけ

れども、現在摂津市につきましてはそうい

う状況にはないと判断しております。 

 逆に、標準税率を割り込む形で条例設定

できるのかということなんですけれども、

それは法制上は可能です。けれども、それ

は制限税率を適用することの裏返しとい

うことになりますので、逆にその税負担に

対する行政需要がないという解釈になっ

てきます。財政上の運営等でいろんな問題

が出てくるとお聞きしておりますので、現

状はず難しい状況ではないかと考えてお

ります。 

○三好義治委員長 山崎委員。 

○山崎雅数委員 まず、猶予のほうですけ

れども、最大２年を超えないということに

なれば、申請の却下ではないので、そうす

るとその２年を超えた後はまた同じ、今回

と同じような状況で不服審査もできない

という中での職権での延納もできないと

いう話になってきますので、それで本当に

市民の状況を守れるのかなっていうのが

ちょっと疑問に感じるんですけども、滞納

による差し押さえの件数の資料をいただ

いておりますけれども、平成２３年度から

大きく件数がふえております。差し押さえ

に至る前に相談による納税の猶予とか、分

納の適用を行っていただいてるというこ

となんですけれども、極力差し押さえは行

わない、今回の猶予制度の見直しがこの納

税者の権利と負担の軽減であるというこ

とを十分に踏まえた対応をこれからぜひ

お願いしたいと思います。よろしくお願い

します。 

○三好義治委員長 ほか、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時４９分 休憩） 

（午後 ０時５７分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 議案第２１号の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 乾市長公室長。 

○乾市長公室長 議案第２１号、摂津市職

員の退職管理に関する条例制定の件につ

きまして、提案内容の補足説明を申し上げ

ます。 

 本条例は、平成２８年４月１日から施行

される地方公務員法及び地方独立行政法

人法の一部を改正する法律において、地方

公共団体は、国家公務員法の退職管理の規

定の趣旨及び職員の再就職状況を勘案し

て退職管理の適正確保に必要と認められ

る措置を講じるものとされたことから、国

の規定に準じて新規に条例を制定するも

のでございます。 

 適正な退職管理の根底にある大きな目

的は、いわゆる天下りの規制と官民の委託

防止であるとともに、公務員の再就職に関

する透明性を高めることで住民の信頼確

保に資することであると言えます。この目

的の達成のために必要な措置について、地

方公務員法の規定を補う形で条例に位置

づけているもので、大きくは二つございま

す。 

 まず、第３条が元職員による働きかけを

禁止しているものでございます。ここでは、

地方公務員法で明文化される原則離職前

５年間の職務についての働きかけ禁止に

ついて、課長級以上の管理監督者について

は、離職日の５年前に課長級以上の職につ

いていた場合についても、営利企業等に再

就職した際に就職した営利企業等と在籍

していた地方公共団体との間で締結され
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る契約や就職した営利企業等に対する処

分に関する事務など、過去のみずからの職

務に属する契約等事務に関して、在籍して

いた地方公共団体の現職職員に対して離

職後２年間職務上の行為をする、またはし

ないように働きかけることを禁止してい

るものでございます。 

 次に、第４条が再就職情報の届け出を義

務づけているものでございます。 

 課長級以上の職についていた元職員が、

離職後２年の間に営利企業等の地位につ

いた場合には、規則で定める場合を除き、

速やかに離職した職等の任命権者に規則

で定める事項を届け出なければならない

旨を規定しているものでございます。 

 以上、摂津市職員の退職管理に関する条

例制定の提案内容の補足説明とさせてい

ただきます。 

○三好義治委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 山崎委員。 

○山崎雅数委員 それでは、退職管理の条

例についての質問をしたいと思いますが、

先ほどの補足説明で働きかけの禁止と再

就職の報告についてはわかりましたが、こ

れについて、この条例反した場合の罰則

等々などは規則運用等で決めるというふ

うにお聞きしております。その中身につい

て、再就職に対する報告なんですけども、

指導とかいうことができるのかどうか、催

促というか、規則運用についてお聞かせい

ただきたいと思います。 

○三好義治委員長 大橋参事。 

○大橋市長公室参事 そうしましたら、山

崎委員のご質問にご答弁申し上げます。 

 罰則規定についてでございますが、届け

出義務の部分についての罰則規定は基本

的にはございません。 

 働きかけの禁止等の部分についての罰

則規定につきましては、基本的に地方公務

員法の中に罰則規定が位置づけられてお

りますので、それに基づくこととしており

ます。近隣各市も同じように、この条例を

新規で制定するわけなんですけれども、そ

の中で規則で地方公務員法にうたわれて

おる罰則規定を規則上で明文化すること

については、各市ともいろいろ情報のやり

とりをしたんですけれども、基本的に規則

での位置づけはしない。それは正直申し上

げまして、想定というものが、なかなか基

礎自治体の場合は、国のように恐らく想定

されるケースがほとんどないということ

が想定されますし、地方公務員法ではきっ

ちり規定されておりますので、その部分で

の運用が十分可能であるということで、規

則上では罰則規定を設けていないという

ことでございます。 

 運用上の指導といいますか、そのあたり

のところのご質問だったと思うんですけ

ども、条例、規則を定めることで、そのあ

たりは、職員が退職をした後に、そういう

就職が想定されるようなケースについて

は、この条例の趣旨等をきっちりと説明し

て、きっちりとした運用を図っていきたい

というふうには考えております。 

○三好義治委員長 山崎委員。 

○山崎雅数委員 では、罰則規定、規則に

はないということで、公務員法上の罰則と

いうのがどういったものなのかをお聞か

せいただければと思います。 

 それと、ほとんど地方自治体ではこれに

反するということがないであろうという

話もありましたけど、もしあるとするなら

ば、どういう事象なのかというのを考えら

れるというのがあれば、教えていただきた

いと思います。 



- 26 - 

 

○三好義治委員長 大橋参事。 

○大橋市長公室参事 地方公務員法上に

うたわれております罰則規定につきまし

ては、働きかけ等についての違反があった

場合については、１年以下の懲役、または

５０万円以下の罰金ということになって

おります。事例が恐らく少ないというふう

に申し上げたんですけども、あるとすれば

といいますか、この条例に基づく働きかけ

の禁止のケースに該当するようなケース

ですけれども、本市のいろんな工事であっ

たり、請負の部分であったりということで

契約をする相手方の企業等に本市を退職

して、そこの企業に就職するということに

なると思うんですけれども、これは私見で

すけれども、恐らくそういうケースという

のは、なかなか想定しにくいのかなという

ふうには考えております。 

○三好義治委員長 ほか、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 次に、議案第２６号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 山崎委員。 

○山崎雅数委員 では、これについても一

つだけお聞かせ願います。 

 議案第２６号も先ほど審査をしました

議案第２１号も、昨年４月の地方公務員法

の改正、そのために人事評価というのも導

入が進んでいるということは聞いており

ます。２年間の間があって、いつもぎりぎ

りになって改正されるわけですけれども、

人事評価に変わるということがうたわれ

てきておりまして、人事評価というのは、

我々は評価で給料にも反映するという話

も既にやられてるわけですけども、どうか

とは思うんですけども、国のほうは、この

人事評価については、これまでの勤務評定

では評価項目が明らかでなくて、上司から

の一方的な人事管理で活用されないとい

うふうな指摘の中での変更だったと思う

んですけれども、人事評価における分限処

分といいますか、そういったものが厳しく

なるというか、これは勤務時間、休暇等に

関する条例ということですけれども、管理

ですね。時間管理のほうも厳しくなるとい

うか、管理を強めるということになるのか

どうか。この文言のプラスアルファだけと

いうか、追加だけであるならば、余りそう

いうことにはならないのかなと思ったり

しておりますけども、管理が評価されると

いうか、そういう話になるのかどうだけ、

ちょっとお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○三好義治委員長 大橋参事。 

○大橋市長公室参事 そうしましたら、本

条例にかかわるご質問にご答弁申し上げ

ます。 

 本条例の改正の部分につきましては、基

本的に地方公務員法の改正に伴う文言の

整理であったりということですので、基本

的に勤務時間云々のところが厳しくなる

であったり、若干その勤務時間の考え方が

変わったりということは、基本的には一切

ございません。 

 人事評価の部分につきましても、あくま

での人事評価、業務の執行に当たって発揮

した能力であったり業績ということです

から、分限処分の部分とは基本的には別の

観点で運用をする。ただ、大阪市の事例で

もありますように、全く関係がないのかと

いうと、そうではないかもしれませんけれ

ども、基本的には、また視点が違うという

ことで、我々としても考えております。 



- 27 - 

 

○三好義治委員長 ほか、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 次に、議案第２８号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 暫時休憩します。 

（午後１時８分 休憩） 

（午後１時９分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 市長に来ていただいた

のは、前回の、私の代表質問の中で、この

ことに対して質問したわけですけど、さま

ざまな財政的な今状況で、非常に予断を許

さないというようなことを基本方針の中

に書かれながら、こういう特別職、一般職

も含めてですけど、人事院勧告といえども、

給料、報酬を上げるのはいかがなものかと

いうことを質問させていただきました。 

 最初に市長就任のときには、非常に逼迫

した財政、今よりまだまだ悪い状況やった

んで、そういう形でしてきたけど、今やる

ことはパフォーマンスということで、あな

たはご答弁されたと思うんですけど、例え

ば、おおさか維新の会は、いろんなことで

身を切る、まずは市民、国民のためにいろ

んな点でさまざまな制度の見直しをして、

やっぱり我慢してもらわなあかんことは

してもらわなあかんやないかという方針

で、その中で、まずは議員なり、それから、

おおさか維新の会に所属するさまざまな

会派の議員がたくさんおられますけど、そ

の中で、まずは自分らの身を切ることが必

要じゃないかというふうな方針が、あなた

が言う論法で言うと、そういうことはパフ

ォーマンスなんかなということをあなた

の口からもう一遍確認したいなと思って、

まずそれを答弁いただきたいと思います。 

○三好義治委員長 森山市長。 

○森山市長 ただいま渡辺委員から人事

院勧告等々の特別職の勧告についてのご

質問だと思いますけれども、公務員も、

我々も特別職、一般職も含めて報酬問題

等々考えるときに、そのときの社会情勢、

財政状況等々をですね、やっぱりこれを勘

案するといいますか、常にそれを見ながら

ということでございます。そういう意味で、

この前、本会議で答弁いたしましたけれど

も、あの当時と今とは少し状況が私なりに

違うんではないか。そういうことで、今回

は人事院勧告については調整手当が非常

に低いということで、市民の皆さんにご理

解いただけるんではないかなと思って実

施を決断をしたところでございます。 

 パフォーマンスの意味は、何か目立って

しまう、それだけ目立ってしまうんではな

いかなと。でも、委員から代表質問のとき

にご指摘をいただいて、私は特別職だけで

もそういう姿勢であったほうがよかった

んかなと、そういう思いは思っております。 

○三好義治委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 パフォーマンスという

ことを、私も辞書で引いてみた。ほんなら、

大げさな表情をして、大げさな表現をしな

がら、マスコミ等意識を引くという、揶揄

的な言葉で使われることが多いんですけ

ど、そういう意味で、あなたはパフォーマ

ンスという言葉を使われた。おおさか維新

の会でやってる全てのことは、ほんならパ

フォーマンスになってしまうわけです、そ

ういうことになったら。身を切る改革とい

うことがパフォーマンスになってしまう

わけです。 

 例えば、私の後輩の枚方の伏見市長は、
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退職金を全額返納というか、受け取らない。

そして、給与の２０％をカットするという、

それもパフォーマンスになるのか。でも、

あなたの表現の仕方からしたら、それもパ

フォーマンスでしょう。ほんなら、あなた

言わせてもらいますけど、あなたが例えば

子どものいじめ１１０番とか、それから自

転車安全利用倫理条例、それから歩きスマ

ホ対策、さまざま点でいろんな施策やった

けど、あれはパフォーマンス違うんですか。

あれっきり何の説明もないし、何の結果説

明もない。自分がパフォーマンスやっとっ

て、こういう形で真剣に政治に取り組んで、

市民、国民の痛みを痛みとしてみずからの

身を削ろうという気でやっとる我々のこ

とが全てそれがパフォーマンスなんです

か。性根入れてもう一遍ご答弁いただきた

いと思います。 

○三好義治委員長 森山市長。 

○森山市長 おおさか維新の会がやって

おられることについて、私はパフォーマン

スだと思ってません。それぞれ、そのとき

そのとき大阪府、大阪市の社会情勢、財政

事情等々を勘案して、そのときのリーダー

がやっておられることについて、私は全く

異論はないし、パフォーマンスとは思って

いません。目立とうと思ってやってること

じゃないです。そんなことではないと思い

ます。現実に議員定数の問題とか、かなり

厳しく取り組んでこられることについて、

そのことについてパフォーマンスという

ことは全く思っていません。それぐらい大

阪府も大阪市も危機的な状況に今財政

等々あるという判断のもとなさったこと

ですから、全く私はそういうふうには、今

回のことについては、私自身がそういうこ

とになりはしないかなと思ったというこ

とを言ったかもしれない。そやからそれを、

それでも特別職だけでも、我々三役だけで

もやるべきではなかったかなと、そういう

思いは持っております。 

○三好義治委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 これは、私が個人的に言

うてるんと違って、これはおおさか維新の

会が全体的に各地方自治体において取り

組んどる施策なんですよ。そのことに対し

て、あなたに質問したことに対してパフォ

ーマンスという答弁が返ってきたやない

ですか。そうじゃないですか。本会議でそ

れ言うたでしょう、あなた。そういう表現

の仕方したわけです、あなたは。 

 それと、今言うたように、そのような財

政状況やなかったら、何で敬老金みたいな

ん削るんですか。そうでしょう。まだまだ

余裕があるみたいなことをご答弁されて、

その答弁が非常に曖昧なんですよ。あの基

本方針においては予断を許さない状況や

と言いながら、それでこういうことするん

ですかと言ったら、いや、まだまだ余裕が

ありますという。敬老金はご高齢の方々の

楽しみですよ、９９歳はめったにいてはり

ませんやんか。そういう敬老金を逼迫した

財政状況やから削るとか、話がもうむちゃ

くちゃやね、あなたが言うとること。一体

どういう状況なのか、もう一遍説明をお願

いしますわ。 

○三好義治委員長 森山市長。 

○森山市長 分けて説明しますけれども、

おおさか維新の会が大阪市の会議でやっ

てはることについては、パフォーマンスと

思っていません。私は、今回の人事院勧告

については、摂津市の中において全体を考

えた中で、私だけが目立つようなことにな

ってはいけないんではないかなと、自分で

勝手に考えたことを言ってるわけでして、

だから、例えば枚方市が、そういうふうに
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やられることについて、それは私は市全体

を考えてやられることですから、そのこと

に異論もないし、パフォーマンスでもない

と思いますよ。私だけが、やろうとするこ

と。 

○三好義治委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 あんたのこと言うとん

違うで、条例のことを言っとる。 

○三好義治委員長 森山市長。 

○森山市長 いや、だから、それについて

目立ってしまうことはよくないんではな

いかなと思ったということを言ってます。 

 ということですので、ご理解をいただき

たいと。 

○三好義治委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 全く理解できないんで

すよ。私、あなたの個人の給与を下げろな

んか言うたこと一遍もないですよ。条例に

対して、おかしいん違うかと質問したわけ

でしょう。我々も含めて、三役も含めて、

特別職の給与、そして一般職も、これも人

勧、今の状況があの基本方針見たら、そう

いう予断を許さないような状況の中で、そ

ういうことを控えたらどうですかという

ことで、あなたの個人のことを一遍でも言

いましたか、私。そうでしょう、そのこと

は今言うたように、おおさか維新の会は個

人的に市長をどうこうせいとか誰も言う

てないですよ。そういうことに関して全般

的なことを聞いたときに、あなたはパフォ

ーマンスというご答弁をいただいたわけ

でしょう。言うとることが訳わからんので

す、あなたの言うとることが。あなた個人

をどうこう言うたことは一遍もない。そう

いうふうにあなたが思うてはるんやった

ら、もう今でもこれを取り下げてやったら

いいんじゃないですか、それやったら。 

 どうですか、ご答弁いただけますか。 

○三好義治委員長 市長。 

○森山市長 あのときの答弁は、条例につ

いては、人事院勧告に対する条例について、

私は今の全体から見たら摂津市の職員

等々、地域手当が非常に低過ぎると。そう

いう中において人事院勧告は今回は受け

入れるというふうにお答えをした、条例全

体についてね。ただ、その中で特別職も入

ってますから、私の思いとして話をしたわ

けね、それは。個人的なことはね。だから

条例全体については、この条例についてど

うやねんというお話がありましたから、こ

れについては近隣各市等々を比べて地域

手当が低い、こんな段階で条例を人事院勧

告を否定することはできないという思い

を持ってるということになりますので、個

人的にこんな思いも持ってましたと心情

を打ち明けたということです。 

○三好義治委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 代表質問ですよ。代表質

問やから、先ほどの前段のような一つの状

況の答弁やったらまだ私は理解できる。パ

フォーマンスという言葉を入れたという

こと自体が、私は許されないんですよ。代

表質問やから、あなたの個人的なことを聞

いてるんと違うて、会派として述べたわけ

でしょう。この条例に対して、それを答え

てくださいというたわけでしょう。誰もあ

なたの個人的なことを聞いてないはずや、

何遍も言うようやけど。違いますか。だか

ら、それがパフォーマンスという言葉が、

これは許されへん。これは上と僕は相談し

たんやけど。そういう言葉をああいう代表

質問の場で述べられるということは、やっ

ぱりおおさか維新の会に対しての屈辱や、

それは。だから、その点に関して、それと

今言ったように、そういうふうに思うんや

ったら、この条例取り下げなさいよ、それ



- 30 - 

 

やったら。 

○三好義治委員長 森山市長。 

○森山市長 まことに、今言われたように、

代表質問のときに個人的な思いを述べた

ということで、おしかりを受けたわけです

が、パフォーマンスという言葉を使ったこ

とについて、必要があれば、私は取り消し

をさせていただきます。 

 それで、特別職についてそう思ってるん

やったら、今からでも再考したらどうであ

るか。これは一遍また委員長のほうと相談

をして、判断をしたいと思います。 

○三好義治委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 委員長、これどうなるん

ですかね。そういう形なんですけれども。

委員長と相談してということですから、こ

の条例自体をこのまま出すということや

ないわけですよね。 

○三好義治委員長 まだ委員長は相談を

受けてませんので。 

○渡辺慎吾委員 だから、パフォーマンス

発言を正式に陳謝してもらいたい。陳謝し

て、そういうことをやっぱりやたらに使う

ことやない。言いますけど、あなたのやっ

とることはパフォーマンスや、はっきり言

うて、いろんなところで。他市でもやって

ないことをまず一番に摂津市でやれと言

って、広報に聞いたら、そんなこと言うて

ない。何のためにそれ一番最初にそういう

ことやらなあかんのですか。その意味合い

何ですか。それはパフォーマンス以外の何

物でもないでしょう。そういうことを言い

ながら、我々おおさか維新の会がきちっと

熱意を持ってやろうというような政策に

対してパフォーマンスという言葉を使わ

れた。それも、代表質問で、党としての代

表としてやったことに対してどういうこ

とを言われたというあなたの軽率さ、それ

に対してきちっと正式に陳謝してくださ

いよ。どうですか。 

○三好義治委員長 暫時休憩します。 

（午後１時２４分 休憩） 

（午後１時２５分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 森山市長に対して代表質問の答弁でも

ありましたけども、パフォーマンスという

ことについては、市長みずから反省も促し

ているところでありますので、この点につ

いて、市長から正式にお願いを申し上げた

いと思います。 

 森山市長。 

○森山市長 今、委員長からご指摘をいた

だきましたが、代表質問のときに条例に関

して、私個人の思いとはいえ、パフォーマ

ンスという言葉を使いましたことについ

ては陳謝をさせていただきます。おわびを

申し上げたいと思います。 

○三好義治委員長 委員長としても、正式

に受けました。 

 渡辺委員、よろしいですか。 

○渡辺慎吾委員 はい。 

○三好義治委員長 では、ほかに。 

 野口委員。 

○野口博委員 総務常任委員会の初日に、

いわゆる第５次行革の問題と財政問題を

含めて、いろいろ改めて議論させていただ

きました。その他の議案で、平成２６年度、

平成２７年度の地公法の改正だとか、人勧

だとかいろいろあって、後から議論します

けども、いわゆる人勧については、いろい

ろありますから、それとして、僕らも一般

職についてはどうこう言うことはしませ

んけども、この間の財政状況と行革を見た

ときに、いわゆる敬老金についていろいろ

民生常任委員会で議論されておりますけ

ども、やっぱり現時点で立ちどまれるなら
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立ちどまっていただきたいという気はし

ます。 

 それで、細かい質問は別にして、委員長、

できれば、今、渡辺委員のほうも継続審査

の話も出たので、採決の仕方についても、

後から議論していただきたいと思います。 

 それで、議案第２８号は、特別職、市議

会議員の期末手当分であります。細かい数

字をまず言っていただきたいと思うんで

すけども、全体でいくらになりますか。 

○三好義治委員長 暫時休憩します。 

（午後１時２８分 休憩） 

（午後１時３１分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 大橋参事。 

○大橋市長公室参事 答弁させていただ

きます。 

 特別職及び議員の今回の条例の提案の

増額分については、両方で１６０万円程度

ということになっております。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 市長もおいでなので、さっ

きの議論の延長になりますけども、やっぱ

りこの間の議論の延長線上含めて、これだ

けのものを削ろうとしているわけですか

ら、いわゆる人勧は尊重を当然しますけど

も、少なくとも、やっぱり特別職とか議員

はどうあるべきかというところが大事だ

と思いますので、改めて市長の受けとめ方

をお聞きしたいと思います。 

○三好義治委員長 森山市長。 

○森山市長 先ほども申し上げましたよ

うに、特別職、特に三役については、委員

長とご相談申し上げて、すぐ対応したいと

思います。 

○三好義治委員長 暫時休憩します。 

（午後１時３２分 休憩） 

（午後１時３３分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 森山市長。 

○森山市長 委員長のほうからこのまま

審査続行というお言葉をいただきました。

それに従いまして、結論を待ちたいと思い

ます。 

○三好義治委員長 あとは、我々委員とし

てどう判断していくか、委員会運営を進め

ていきたいと思います。 

○三好義治委員長 ほか、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 議案第２８号につい

ては、本日の質疑はこの程度にとどめます。 

 次に、議案第２９号所管分の審査を行い

ます。 

 補足説明を求めます。 

 乾市長公室長。 

○乾市長公室長 議案第２９号一般職の

職員の給与に関する条例及び摂津市水道

企業職員の種類及び基準に関する条例の

一部を改正する条例制定の件につきまし

て、提案内容の補足説明を申し上げます。 

 このたびの、一部改正は、平成２８年４

月１日から施行される地方公務員法及び

地方独立行政法人法の一部を改正する法

律への対応と、平成２６年及び平成２７年

の人事院勧告に対応するためのものでご

ざいます。 

 本会議でもご説明申し上げましたが、本

改正条例は大きく３つの条文からなって

おります。ただし、第３条については、水

道企業職員に係る条例でございますので、

建設常任委員会での審議となりますこと

から、第１条と第２条について、それぞれ

に記載のある内容の主立ったものについ

て、補足的にご説明申し上げます。 

 まず、第１条でございますが、平成２７

年人事院勧告において示された若年層を
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中心とした給料表の平均０．４％の引き上

げと勤勉手当の支給月数の０．１月分の引

き上げに対応するものでございます。 

 平均０．４％の引き上げは、民間給与と

の比較を見た国における平均となり、本市

職員換算では、平均で０．１５％となり、

給料表では１級から３級の主事、主事補等

の係員が該当するため、任期付職員、再任

用職員を含め、当該給料表を改めているも

のでございます。 

 また、勤勉手当の支給月数の引き上げに

ついては、１２月の勤勉手当の支給月数に

ついて、引き上げているものでございます。 

 なお、議案１４ページ以降の附則におい

て、平成２７年４月１日から適用する旨を

規定いたしております。 

 次に、第２条でございます。 

 第２条は、平成２８年４月１日から施行

される地方公務員法及び地方独立行政法

人法の一部を改正する法律で示された等

級別基準職務表を位置づけることと、平成

２６年人事院勧告において給与制度の総

合的見直しと示された給料表の平均２％

の引き下げ、さらに管理職員特別勤務手当

の明確化に対応するものでございます。 

 このたびの地方公務員法の改正は、能力

及び実績に基づく人事管理の徹底が大き

な柱であり、その一つの項目として、職員

の給与は、その職務と責任に応じるもので

なければならないとする職務給の原則を

徹底するため、地方公共団体は給与条例で

等級別基準職務表を定め、等級別に職務ご

との職員数を公表する旨が明記されたこ

とに伴い、議案の１２ページにございます

ように、別表第２として、等級別基準職務

表を位置づけるものでございます。 

 また、任期付職員についても、１３ペー

ジのとおり位置づけるものでございます。 

 また、平成２６年人事院勧告におきまし

ては、地域の民間給与水準を踏まえ、平均

で２％の給与水準の引き下げが示されま

した。本市職員換算で１．３４％の引き下

げとなり、新たな給料表を任期付職員は議

案の５ページに、その他の職員は議案の７

ページ以降に別表第１として示しており

ますが、経過措置として減給保障の考え方

が適用されており、実質的な影響は平成３

０年４月からとなります。 

 さらに、新たな手当として、管理職員特

別勤務手当を位置づけております。本手当

についても、人事院勧告で原則的に時間外

勤務手当等の支給のない管理、監督職員の

勤務実態に考慮した形で、適切な手当の支

給の徹底が示されたことに対応するもの

でございます。 

 管理職手当が支給されている課長代理

から部長級の管理監督者について、選挙事

務や災害への対処、その他臨時緊急の必要

により勤務をした場合を想定し、土、日、

祝日等の勤務と平日の０時から５時まで

の勤務について、１時間以上の勤務で管理

職員特別勤務手当を支給することとし、そ

の上限額を定めているものでございます。 

 なお、議案１４ページ以降の附則におい

て、平成２８年４月１日から適用する旨を

規定いたしております。 

 以上、一般職の職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例制定の提案内容の

補足説明とさせていただきます。 

○三好義治委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 野口委員。 

○野口博委員 大体、毎年人勧を受けて、

職員の給与等々含めていろいろ議案が出

てきてますけども、今回、平成２６年度の

人勧と平成２７年の人勧あわせて、減らし
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たり、ふやしたりということで、ボーナス

含めて出ているわけでありますけども、例

えば、管理職の特別勤務手当というのが、

災害だとか緊急の場合に深夜の０時から

５時とか、土曜日、日曜日の昼間ですね。

出勤した場合に、そういう手当が創設され

て、いろいろあるかと思うんですけれども、

例えば、議案第３１号の退職手当に関する

問題でも、平成２６年度に人勧を受けて、

給料については、平成３０年から減らしま

すけども、この間、退職する方については、

減った分で計算するということから、こう

いう条例ができて、若干補填するとか、い

ろんな絡みがありますけども、全体像をわ

かりやすく説明をしていただければ助か

りますけども。 

○三好義治委員長 大橋参事。 

○大橋市長公室参事 議案第２９号にか

かわります、平成２６年と平成２７年の人

事院勧告の全体像ということのお問いで

ございますけれども、平成２６年の人事院

勧告は、官民給与の比較をして、民に合わ

すという形で勧告がされるわけなんです

けれども、平均で０．３９％の給料の引き

上げに加えまして、賞与が０．１５月分の

引き上げというものがございました。これ

両方とも既に議決をいただきまして、改定

が昨年行われております。そのときに、給

与制度の総合的見直しというものが同時

に実施をされております、平成２６年の人

勧の中で。これは、全ての地域を見て、民

間との比較をしたときに、民間に比して高

い部分がある。これは主に地方になるんで

すけれども、その部分を是正するために、

全体、なべて２％引き下げるということを

実施をしております。その際に地方でない

主に首都圏等の民間の給与の高いところ

については、それも一緒に下げてしまうこ

とになりますので、そこの部分については

地域手当の率を上げることで、それを補う

というような考え方の中で、平成２６年の

人勧が実施をされております。 

 そのときに、本市の場合は、地域手当

６％が据え置きという結果になっており

ます。そういうことがある中で、この６％

据え置きで、他市でいいますと、豊中市で

あったり、高槻市であったりというのは、

そのときに、もともとうちと開きがあった

地域手当がさらに率が高くなっていると

いう現状がございました。そんなようなこ

ともございまして、ますます我々摂津市と

の格差ができるということもございまし

て、この２％の部分については、組合とも

いろいろ継続して協議をする中で、一定慎

重に進めてきた経過がございます。結果と

して、このタイミングで計上をさせていた

だいているんですけども、平成２７年の人

勧のほうにつきましては、これはもう単純

に官民の比較の中で民が景気の動向を反

映する中で、若干、民間の給料が上がって

るということで、平成２７年も平成２６年

に引き続き０．４％の給料の引き上げと、

０．１月分の賞与の引き上げというものが、

平成２７年の人勧で行われたという経過

でございます。ですから、平成２６年の人

勧の中で給与制度の総合的見直しが残っ

ておりました部分を、平成２７年の人勧の

部分とあわせて今回上程をさせていただ

いているということでございます。 

○三好義治委員長 特別勤務手当も答弁

をお願いします。 

大橋参事。 

○大橋市長公室参事 管理職員特別勤務

手当につきましては、平成２６年の人事院

勧告の中で明確化するようにということ。

国のほうは既にございましたし、都道府県
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でもほとんどのところが既にこういう制

度を設けておりまして、市町村の一部でま

だきっちりと条例化できていないところ

がございましたので、そういうところに対

して、きちんと明確化するようにというこ

との部分が、平成２６年度の人勧の中でご

ざいました。それに対応する形で今回上程

させていただいているということでござ

います。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 これまで公務員の給与と

民間の給与の問題について、いろいろ摂津

市の働く皆さんの平均所得が下がってる

問題とかを言ってきました。 

 以前、資料をいただきましたけども、そ

したら、例えば摂津市の各役職の方々ごと

に１０年間の数字を見た場合に、どういう

ふうに減ってきているのかというのを改

めて聞いておきたいと思うんです。部長級

の方とか次長級とか、ずっといきまして係

員とか、資料はいただいておりますけども、

この平成１７年から平成２７年、１０年間

でどう変化したのかということとあわせ

て教えていただきたいと思います。 

○三好義治委員長 大橋参事。 

○大橋市長公室参事 平成１７年からの

推移と給料の推移ということで、ご答弁申

し上げます。 

 平成１７年以降、人事院勧告で給与の引

き下げ、賞与の引き下げというものもござ

いまして、平成２６年、平成２７年が引き

上げになって、平成２６年は７年振りかぐ

らいで引き上げということになっとるん

ですけども、そういったこともございまし

て、平成１７年、平成２７年を単純に比較

しますと、年収ベースで相当な額が減額に

なっているということなんですけれども、

単純に比較するというのが難しいんです

けど、管理職手当の違いであったり、年齢

をきちんと対比させて、同年齢で比較する

というのは難しいので、若干誤差といいま

すか、その部分はあるということはご理解

をいただきたいと思いますけれども、部長

級職員でこの１０年間で平均の年収ベー

スで約４７万円ほどの減額、次長級で約３

０万円、課長級で７６万５，０００円ほど

ですね。課長代理級で７９万５，０００円、

係長が８５万３，０００円、全職員平均で

１３０万円程度、この１０年間で減額にな

っているということでございます。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 これまで、いろいろ人勧の

年度年度の状況を見て、いわゆる公務員も

民間も負のスパイラルで、どんどんどんど

ん下がっていくと。物を買う力が下がって

いくということの指摘をしてきましたけ

れども、今答弁があったように、１０年間

でごっつい減ってます。働く皆さんも民間

の方も７０数万円減ってますし、平均の所

得金額も何回も言ってますけども、２９０

万円そこそこで、下から数えて数番目とい

う状況ですので、そういう中で、いろいろ

行政としての課題もあるわけであります

けども、やっぱり最低人勧は受けて、きち

んとして、それも一応気持ちの上でのプラ

スにしていただいて、この職員として頑張

っていただくということが大事だと思い

ますので、その点よろしくお願いしておき

ます。 

○三好義治委員長 ほか、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 次に、議案第３０号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 



- 35 - 

 

 ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 質疑なしと認め、質疑

を終わります。 

 次に、議案第３１号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 野口委員。 

○野口博委員 一応、確認しておきます。 

 表がありますけども、第１号区分の部長

級からということで、各ランクがあります。

部長級でいきますと、５万円を６万５，０

００円にと。先ほど触れましたけども、平

成２６年の人勧に伴う、いわゆる退職金の

計算からして、それも補填する意味合いも

あるかと思いますけども、例えば部長級だ

とか次長級だとか、最高で５年と思います

けども、例えば部長級でいきますと、５万

円を６万５，０００円ですから、１万５，

０００円プラスと。掛ける６０をしますと、

９０万円ふえますと。平成２８年４月から

平成３０年の３月末にやめた方について

は、それだけ本来のこの土台の退職金プラ

スアルファでこれだけふえますという理

解でいいのかどうか、教えてください。 

○三好義治委員長 大橋参事。 

○大橋市長公室参事 ご答弁申し上げま

す。 

 先ほど、平成２６年度の人勧で給与総合

見直し２％ダウンというお話をさせてい

ただきました。その２％ダウンをした後、

給料表が本給ということになりますので、

退職金の計算については、毎月の給料は平

成３０年の３月まで現給保障がされます

けれども、退職金の計算については、新し

い本給で計算をされますので、その２％下

がった本給での計算後に、今、野口委員が

おっしゃった部分だけが増額されるとい

うことになります。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 それぞれ掛ける月数です

ね。これは５年以上その役職についたとし

ても、５年で計算するのかどうか。 

○三好義治委員長 大橋参事。 

○大橋市長公室参事 役職期間が長きに

わたっても、限度として６０月ということ

になっております。 

○三好義治委員長 よろしいですか。ほか、

ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 次に、議案第３２号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 質疑なしと認め、質疑

を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後１時５２分 休憩） 

（午後２時０１分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 討論なしと認め、採決

します。 

 議案第１号所管分について、可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 可否同数であります。 

 よって、委員会条例第１６条の規定によ

り、委員長が本案に対する可否を裁決しま

す。 

 委員長は議案第１号所管分について、可

決すべきものと裁決します。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し
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ました。 

 議案第４号について、可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第９号所管分について、可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第２０号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第２１号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第２３号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第２５号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第２６号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第２８号につきましては、委員全員

の賛成をもって、会期中の継続審査といた

します。 

 議案第２９号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第３０号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第３１号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第３２号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第３３号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 可否同数であります。 

 よって、委員会条例第１６条の規定によ

り、委員長が本案に対する可否を裁決しま
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す。 

 委員長は議案第３３号について、可決す

べきものと裁決します。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第４４号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第４７号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 暫時休憩します。 

（午後２時５分 休憩） 

（午後２時６分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 本委員会の所管事項に関する事務調査

について協議します。 

 平成２８年度委員会行政視察を実施す

ることに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 次に、視察事項、視察先、視察日程等に

ついて協議いただきます。 

 視察市について皆さん方の案があれば

お聞かせください。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 それでは、委員長とし

て、いろいろ検討した案を今から提示させ

ていただきます。 

 本委員会につきましては、昨年は台風の

関係で中止もさせていただきました。昨年

は福岡県の糸島市と佐賀県の武雄市であ

りました。継続して行こうと思っていたら、

１市がそのテーマを今はやってないとい

うような取り扱いになりましたんで、これ

とは別に、昨年の決算委員会後にそれぞれ

各委員の皆さん方からもご提案ありまし

た鬼怒川の常総市という案もありました

けれども、あそこは受け入れを今されてな

いということの中で、委員長としては、今

委員会で質問もありました「市の魅力発信

について」という提案と、もう一つは、「防

災のまちづくりについて」ということをテ

ーマとしていきたいというふうに思って

おります。 

 視察場所につきましては、そのテーマと

しましては、埼玉県の戸田市、「市の魅力

発信による住民誘致について」それから、

東京都国分寺市「地域における防災まちづ

くりの推進について」この２市で決定した

いと思いますが、どうでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 では、この２市で決定

をさせていただきます。 

 日程につきましては、５月ということの

中で事前に皆さん方に打診をさせていた

だきました。 

 日程につきましては、５月１７日から５

月１８日で行政視察を実行することにつ

きまして、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 ちなみに、戸田市は人

口１３万人、先ほど申し上げましたように

「市外の若い世代に向けたシティセール

ス」として、戸田市が転入にご尽力されて

ると。 

 それから、国分寺市につきましては、人

口約１２万人、地震や市内を流れる野川に

よる水害への対策、こういったことに取り



- 38 - 

 

組んでおります。防災のまちづくり学校の

設置とか、市民防災推進員の創設とか、先

進的な取り組みもやられてますので、こう

いったところを視察させていただきたい

というふうに思います。 

 暫時休憩します。 

（午後２時１０分 休憩） 

（午後２時１１分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 それでは、本会議最終日において、常任

委員会の所管事項に関する事務調査につ

いては、閉会中に調査することが図られま

す。本委員会の所管事項については、行財

政運営について、防災行政について、人権

行政について、消防行政についてを平成２

８年度末まで閉会中に調査することにい

たしたく思いますが、異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 異議なしと認め、その

ように決定いたします。 

 以上で、本委員会を散会します。 

（午後２時１２分 散会） 

 

 

 

 

 

 委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。 
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